
古 物 営 業 関 係 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 訓 令 の 制 定 に つ い て  

平 成 １ ４ 年 ３ 月 ４ 日  

本 部 訓 令 第 ８ 号    

警  察  本  部  長    

  

〔 沿 革 〕  平 成 18年 ３ 月 本 部 訓 令 第 ６ 号  平 成 21年 ５ 月 本 部 訓 令 第 12号   

   平 成 28年 ４ 月 本 部 訓 令 第 15号     

古 物 営 業 関 係 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

古 物 営 業 関 係 事 務 の 取 扱 い に 関 す る 訓 令  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 訓 令 は 、千 葉 県 公 安 委 員 会 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 に 関 す る 規 程（ 昭 和 36年 千 葉 県 公 安

委 員 会 規 程 第 ４ 号 。以 下「 事 務 処 理 規 程 」と い う 。）第 ６ 条 の 規 定 に よ り 、古 物 営 業 法（ 昭 和 24年 法

律 第 108号 。以 下「 法 」と い う 。）、古 物 営 業 法 施 行 令（ 平 成 ７ 年 政 令 第 326号 。以 下「 政 令 」と い う 。）

及 び 古 物 営 業 法 施 行 規 則（ 平 成 ７ 年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 10号 。以 下「 施 行 規 則 」と い う 。）に 定 め

ら れ た 公 安 委 員 会 及 び 警 察 署 長 の 事 務（ 以 下「 古 物 営 業 関 係 事 務 」と い う 。）の 処 理 方 法 等 に つ い て

必 要 な 事 項 を 定 め る こ と と す る 。  

（ 事 務 の 処 理 ）  

第 ２ 条  古 物 営 業 関 係 事 務 の 処 理 は 、法 、政 令 、施 行 規 則 及 び 事 務 処 理 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、別 表

に 定 め る と こ ろ に よ り 取 り 扱 う も の と す る 。  

別 表 （ 第 ２ 条 ）  

  

 事 務 の 種 類  処 理 要 領  備 考   

 １  古 物 営 業 等

許 可 申 請（ 法 第

５ 条 第 １ 項 、施

行 規 則 第 １ 条 ）

(１ ) 古 物 商 又 は 古 物 市 場 営 業 の 許 可 の 申 請 が あ

っ た 場 合 は 、営 業 所（ 営 業 所 の な い 者 に あ っ て は 、

住 所 又 は 居 所 を い う 。以 下 同 じ 。）又 は 古 物 市 場

（ 二 以 上 の 営 業 所 又 は 二 以 上 の 古 物 市 場 に 係 る

許 可 申 請 書 を 提 出 す る と き は 、当 該 営 業 所 又 は 古

物 市 場 の う ち 、 い ず れ か 一 の 営 業 所 又 は 古 物 市

場 。次 (２ )に お い て 同 じ 。）の 所 在 地 が 署 の 管 轄

内 で あ る こ と 、正 副 ２ 通 の 古 物 商・古 物 市 場 主 許

可 申 請 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 １ 号 。以 下「 許 可

申 請 書 」と い う 。）及 び 添 付 書 類 の 提 出 が あ る こ

と を 確 認 す る 。  

   

   (２ ) 営 業 所 又 は 古 物 市 場 の 所 在 地 を 管 轄 す る 署

長（ 以 下「 経 由 署 長 」と い う 。）は 、前 (１ )の 申

請 を 受 理 し た 場 合 は 、 古 物 営 業 申 請 書 類 点 検 表

（ 別 記 第 １ 号 様 式 。以 下「 点 検 表 」と い う 。）（ 注

１ ）に よ り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す

る と と も に 、古 物 営 業 事 務 処 理 簿（ 別 記 第 ２ 号 様

式 。以 下「 処 理 簿 」と い う 。）に 必 要 事 項 を 記 載

し 、遅 滞 な く 犯 歴 照 会 等 の 身 上 調 査（ 以 下「 身 上

調 査 」 と い う 。 ） を 行 う 。  

注 １：点 検 表 の 使 用 区 分

は 次 の と お り 。  

(１ ) 点 検 表 （ そ の

１ ）  

申 請 者 が 個 人 で

あ る 場 合  

(２ ) 点 検 表 （ そ の

２ ）  

申 請 者 が 法 人 で

あ る 場 合  

(３ ) 点 検 表 （ そ の

３ ）  

法 人 、個 人 の 別 を

問 わ ず 、 競 り 売 り 、

古 物 競 り あ っ せ ん

業 者 及 び 盗 品 売 買

等 防 止 団 体 に 係 る

  (３ ) 経 由 署 長 は 、身 上 調 査 を 終 了 し た と き は 、古

物 営 業 者 の 許 可 申 請（ 届 出 ）等 の 報 告・通 知 に つ

い て（ 別 記 第 ３ 号 様 式 。以 下「 送 付 書 」と い う 。）

に 許 可 申 請 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 、点 検 表 の

写 し 及 び 身 上 調 査（ 許 可 等 に 係 る 欠 格 事 由 の 市 町

村 長 又 は 千 葉 地 方 検 察 庁 に 対 す る 照 会 要 領 に つ

い て（ 平 成 24年 例 規（ 風・少 ・会 ）第 46号 ）に 基

づ く 身 上 調 査 。以 下 同 じ 。）の 結 果 の 写 し を 添 え

 



て 、 生 活 安 全 部 風 俗 保 安 課 長 （ 以 下 「 主 管 課 長 」

と い う 。 ） を 経 由 し 、 本 部 長 へ 送 付 す る 。  

申 請 の 場 合  

   (４ ) 本 部 長 は 、当 該 申 請 に つ い て 、古 物 営 業 審 査

表（ 別 記 第 ４ 号 様 式（ そ の １ ）。以 下「 審 査 表（ 本

部 ） 」 と い う 。 ） に よ り 審 査 を 行 う 。  

注 ２：法 第 ８ 条 の ２ 第 １

項 に 定 め る 事 項（ Ｕ

Ｒ Ｌ 、古 物 商 の 氏 名

又 は 名 称 、許 可 証 の

番 号 。以 下「 Ｕ Ｒ Ｌ

等 」と い う 。）に つ

い て 、公 安 委 員 会 の

ホ ー ム ペ ー ジ に 掲

載 す る 手 続 は 、主 管

課 長 が 行 う 。  

 

   な お 、営 業 の 方 法 が 取 り 扱 う 古 物 に 関 す る 事 項

を 電 気 通 信 回 線 に 接 続 し て 行 う 自 動 公 衆 送 信 に

よ り 公 衆 の 閲 覧 に 供 し 、そ の 取 引 の 申 込 み を 相 手

方 と 対 面 せ ず に 使 用 で き る 通 信 手 段 に よ り 受 け

る 方 法（ 以 下「 ホ ー ム ペ ー ジ 利 用 取 引 」と い う 。）

を 用 い る 場 合 は 、送 信 元 識 別 符 号（ 以 下「 Ｕ Ｒ Ｌ 」

と い う 。 ） に 誤 り が な い か を 確 認 す る （ 注 ２ ） 。

  (５ ) 本 部 長 は 、審 査 の 結 果 、許 可 の 基 準 に 該 当 す

る と 認 め る と き は 、古 物 商 の 場 合 に あ っ て は 、古

物 商 許 可 証（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 ２ 号 ）を 、古 物

市 場 主 の 場 合 に あ っ て は 、古 物 市 場 主 許 可 証（ 施

行 規 則 別 記 様 式 第 ３ 号 。以 下「 許 可 証 」と い う 。）

を 作 成 す る 。  

   

   (６ ) 本 部 長 は 、作 成 し た 許 可 証 を 古 物 営 業 許 可 等

指 令 書（ 別 記 第 ５ 号 様 式 。以 下「 指 令 書 」と い う 。）

と と も に 、当 該 申 請 を 受 理 し た 経 由 署 長 に 送 付 す

る 。  

   

   (７ ) 経 由 署 長 は 、申 請 者 に 許 可 証 を 交 付 す る と き

は 、許 可 証 に 許 可 番 号 及 び 許 可 年 月 日 を 追 記 す る

と と も に 、法 に 定 め る 遵 守 事 項 等 に つ い て 指 導 す

る 。  

   

   (８ ) 経 由 署 長 は 、許 可 証 の 交 付 後 、古 物 営 業 許 可

台 帳（ 別 記 第 ６ 号 様 式 。以 下「 許 可 台 帳 」と い う 。）

を 作 成 し 、 そ の 写 し を 主 管 課 長 に 送 付 す る 。  

   

   な お 、 二 以 上 の 営 業 所 又 は 二 以 上 の 古 物 市 場

（ 以 下「 営 業 所 等 」と 総 称 す る 。）に 係 る 許 可 の

申 請 の 場 合 は 、経 由 署 長 に お い て 、当 該 営 業 所 等

を 管 轄 す る 署 長 に 当 該 営 業 所 等 に 係 る 許 可 台 帳

（ 副 ）に 許 可 申 請 書 の 写 し を 添 え て 送 付 す る 。送

付 を 受 け た 署 長 は 、許 可 台 帳（ 副 ）を 整 理 し 、保

管 す る 。  

   

   (９ ) 本 部 長 は 、前 記 (４ )の 審 査 の 結 果 、許 可 の 基

準 に 該 当 し な い と 認 め る と き は 、公 安 委 員 会 に 上

申 し 、 許 可 又 は 不 許 可 の 決 定 を 受 け る 。  

   

   (10) 本 部 長 は 、公 安 委 員 会 の 決 定 を 受 け 、経 由 署

長 に 対 し 、許 可 申 請 に 対 す る 指 令（ 別 記 第 ７ 号 様

式 ）に よ り 決 定 内 容 を 指 令 す る 。こ の 場 合 に お い

て 、不 許 可 の 決 定 の と き は 、不 許 可 通 知 書（ 別 記

第 ８ 号 様 式 ）及 び 受 領 書（ 別 記 第 ９ 号 様 式 ）を 併

せ て 送 付 す る 。  

   

   (11) 経 由 署 長 は 、 不 許 可 の 指 令 を 受 け た と き は 、

速 や か に 申 請 者 に 不 許 可 通 知 書 を 交 付 し 、受 領 書

を 徴 し て 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 ２  再 交 付 申 請

の 取 扱 い（ 法 第

(１ ) 経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 再 交 付 申 請 書（ 施 行

規 則 別 記 様 式 第 ４ 号 ）を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表

   



５ 条 第 ４ 項 、施

行 規 則 第 ４ 条 ）

及 び 許 可 台 帳 に よ り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と

を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す

る 。  

 (２ ) 経 由 署 長 は 、送 付 書 に 再 交 付 申 請 書 の 副 本 及

び 当 該 申 請 に 係 る 許 可 台 帳 の 写 し を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 へ 送 付 す る 。  

   

   (３ ) 本 部 長 は 、審 査 表（ 本 部 ）に よ り 審 査 を 行 い 、

再 交 付 を 認 め る と き は 、許 可 台 帳 に 基 づ き 許 可 証

を 作 成 す る（ 許 可 番 号 欄 に は 従 前 の 番 号 を 記 載 す

る 。 ） 。  

   

   (４ ) 本 部 長 は 、 作 成 し た 許 可 証 を 指 令 書 と と も

に 、 当 該 申 請 を 受 理 し た 経 由 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   (５ ) 経 由 署 長 は 、申 請 者 に 許 可 証 を 再 交 付 す る と

き は 、許 可 証 の 異 動 事 項 欄 に 再 交 付 年 月 日 及 び 再

交 付 し た 旨 を 記 載 し て 交 付 す る と と も に 、亡 失 又

は 滅 失 し た 許 可 証 を 発 見 又 は 回 復 し た と き は 、当

該 許 可 証 の 返 納 を 行 う よ う に 指 導 す る 。  

   

   (６ ) 経 由 署 長 は 、許 可 証 を 再 交 付 し た と き は 、許

可 台 帳 に 再 交 付 し た 旨 を 記 載 す る 。  

   

 ３  営 業 内 容 の

変 更 、許 可 証 の

書 換 え（ 法 第 ７

条 、施 行 規 則 第

５ 条 、第 ９ 条 第

１ 項 ）  

(１ ) 許 可 証 の「 氏 名 又 は 名 称 」欄 、「 住 所 又 は 居

所 」 欄 、 法 人 に あ っ て は 、 そ の 「 代 表 者 の 氏 名 」

欄 、「 代 表 者 の 住 所 」欄 の い ず れ か に 変 更 が 生 じ

た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

注 ３：他 の 都 道 府 県 公 安

委 員 会 へ の 通 知 等

は 、 次 の と お り 行

う 。  

(１ ) 本 県 に お い て

受 理 し た 場 合  

他 の 都 道 府 県 公

安 委 員 会 に 対 す る

通 知 は 、主 管 課 長 が

行 う 。  

(２ ) 他 の 都 道 府 県

に お い て 受 理 し た

場 合  

ア  他 の 都 道 府 県

公 安 委 員 会 か ら

通 知 を 受 け た 主

管 課 長 が 経 由 署

長 に 通 知 す る 。  

イ  通 知 を 受 け た

経 由 署 長 は 、当 該

変 更 に つ い て 当

該 営 業 所 に 書 換

申 請 書 を 提 出 さ

せ 、許 可 証 の 書 換

え を 行 う 。こ の 場

合 に お い て 、添 付

書 類 の 提 出 及 び

身 上 調 査 は 、省 略

す る こ と が で き

る 。  

ア  経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 ５ 号 ）を 受 理 し た 場 合

は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳 に よ り 、申 請 書 等 に 不

備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必

要 事 項 を 記 載 す る 。  

 

   な お 、複 数 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 許 可 を 受

け て い る 古 物 商 又 は 古 物 市 場 主 で あ っ て 、変 更

に 係 る 事 項 を 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 通 知

す る 必 要 が あ る 場 合（ 注 ３ ）は 、併 せ て 正 副 ２

通 の 変 更 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 ６ 号 ）及

び 許 可 公 安 委 員 会 一 覧 表（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第

８ 号 ） の 提 出 を 受 け る 。  

  イ  経 由 署 長 は 、古 物 営 業 審 査 表（ 別 記 第 ４ 号 様

式（ そ の ２ ）。以 下「 審 査 表（ 署 ）」と い う 。）

に よ り 審 査 を 行 い 、許 可 証 の 書 換 え を 認 め る と

き は 、 書 換 え を す る 欄 の 記 載 事 項 を 抹 消 の 上 、

異 動 事 項 欄 に 変 更 事 項 及 び 書 換 年 月 日 を 記 載

す る 。  

 

   な お 、法 人 の 代 表 者 が 交 代 す る 場 合 は 、新 た

に 就 任 す る 代 表 者 の 身 上 調 査 を 実 施 後 、書 換 え

を 行 う 。  

  ウ  経 由 署 長 は 、 許 可 証 の 書 換 え を し た 場 合 は 、

許 可 台 帳 に 書 換 え を し た 旨 を 記 載 す る と と も

に 、送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 の 副 本 、添

付 書 類 の 写 し 、点 検 表 の 写 し 、書 換 え を し た 許

可 証 の 写 し 、審 査 表（ 署 ）の 写 し 及 び 法 人 の 代

 



表 者 が 交 代 す る 場 合 は 、身 上 調 査 の 結 果 の 写 し

を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送 付 す

る 。  

   な お 、複 数 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 許 可 を 受

け て い る 古 物 商 又 は 古 物 市 場 主 で あ っ て 、変 更

に 係 る 事 項 を 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 通 知

す る 必 要 が あ る と き は 、併 せ て 変 更 届 出 書 及 び

許 可 公 安 委 員 会 一 覧 表 の 副 本 を 添 え る こ と 。  

   

   (２ ) 許 可 証 の 「 行 商 」 欄 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、

次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書 を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳 に よ

り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と

も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  経 由 署 長 は 、審 査 表（ 署 ）に よ り 審 査 を 行 い 、

許 可 証 の 書 換 え を 認 め る と き は 、書 換 え を す る

欄 の 記 載 事 項 を 抹 消 の 上 、異 動 事 項 欄 に 変 更 事

項 及 び 書 換 年 月 日 を 記 載 す る 。  

   

   ウ  経 由 署 長 は 、 許 可 証 の 書 換 え を し た と き は 、

許 可 台 帳 に 書 換 え を し た 旨 を 記 載 す る と と も

に 、送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 の 副 本 、点

検 表 の 写 し 、書 換 え を し た 許 可 証 の 写 し 及 び 審

査 表（ 署 ）の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、

本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (３ ) 営 業 所 若 し く は 古 物 市 場 の 名 称 又 は 所 在 地

に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  経 由 署 長 又 は 当 該 変 更 に 係 る 営 業 所 若 し く

は 古 物 市 場 を 管 轄 す る 署 長 （ 以 下 「 管 轄 署 長 」

と い う 。）は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書 を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳 に よ

り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と

も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  経 由 署 長 又 は 管 轄 署 長 は 、 送 付 書 に 変 更 届

出・書 換 申 請 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点

検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部

長 に 送 付 す る 。  

   

   な お 、 経 由 署 長 が 当 該 届 出 を 受 理 し た 場 合

は 、管 轄 署 長 へ 送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書

の 写 し を 添 え て 送 付 し 、送 付 を 受 け た 管 轄 署 長

は 、許 可 台 帳（ 副 ）に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。ま

た 、管 轄 署 長 が 当 該 届 出 を 受 理 し た 場 合 は 、経

由 署 長 へ 送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 を 添 え

て 送 付 し 、経 由 署 長 は 許 可 台 帳 に 必 要 事 項 を 記

載 す る 。  

   

   (４ ) 営 業 所 又 は 古 物 市 場 ご と の 取 り 扱 う 古 物 の

区 分 に 変 更 が 生 じ た 場 合 の 手 続 は 、前 (３ )と 同 様

と す る 。  

   

   (５ ) 営 業 所 又 は 古 物 市 場 の 管 理 者 の 氏 名 若 し く

は 住 所 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 事 務 を 行 う 。

   

   ア  経 由 署 長 又 は 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届    



出・書 換 申 請 書 を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び

許 可 台 帳 に よ り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を

確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す

る 。  

   イ  経 由 署 長 又 は 管 轄 署 長 は 、当 該 変 更 が 新 た な

管 理 者 の 選 任 で あ る 場 合 は 、新 た に 管 理 者 と な

る 者 の 身 上 調 査 を 実 施 後 、審 査 表（ 署 ）に よ り

審 査 を 行 う 。  

   

   ウ  経 由 署 長 又 は 管 轄 署 長 は 、 送 付 書 に 変 更 届

出・書 換 申 請 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 、点 検

表 の 写 し 及 び 審 査 表（ 署 ）の 写 し の ほ か 、新 た

な 管 理 者 の 選 任 で あ る 場 合 は 、身 上 調 査 の 結 果

の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に

送 付 す る 。  

   

   な お 、 経 由 署 長 が 当 該 届 出 を 受 理 し た 場 合

で 、当 該 変 更 の 内 容 が 、管 轄 署 長 の 営 業 所 又 は

古 物 市 場 に 係 る 変 更 で あ る と き は 、管 轄 署 長 へ

送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 の 写 し を 添 え て

送 付 し 、 送 付 を 受 け た 管 轄 署 長 は 、 許 可 台 帳

（ 副 ）に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。ま た 、管 轄 署 長

が 当 該 届 出 を 受 理 し た 場 合 は 、経 由 署 長 へ 送 付

書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 の 写 し を 添 え て 送 付

し 、 経 由 署 長 は 許 可 台 帳 に 必 要 事 項 を 記 載 す

る 。  

   

   (６ ) 法 人 の 役 員（ 代 表 者 を 除 く 。）の 氏 名 又 は 住

所 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

注 ４：他 の 都 道 府 県 公 安

委 員 会 へ の 通 知 等

は 、 次 の と お り 行

う 。  

(１ ) 本 県 で 受 理 し

た 場 合  

他 の 都 道 府 県 公

安 委 員 会 に 対 す る

通 知 は 、主 管 課 長 が

行 う 。  

(２ ) 他 の 都 道 府 県

が 受 理 し た 場 合  

ア  他 の 都 道 府 県

公 安 委 員 会 か ら

通 知 を 受 け た 主

管 課 長 が 経 由 署

長 に 通 知 す る 。  

イ  通 知 を 受 理 し

た 経 由 署 長 は 、許

可 台 帳 に 必 要 事

項 を 記 載 す る 。  

  ア  経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書 を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳 に よ

り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と

も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

 

   な お 、複 数 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 許 可 を 受

け て い る 古 物 商 又 は 古 物 市 場 主 で あ っ て 、変 更

に 係 る 事 項 を 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 通 知

す る 必 要 が あ る 場 合（ 注 ４ ）は 、併 せ て 正 副 ２

通 の 変 更 届 出 書 及 び 許 可 公 安 委 員 会 一 覧 表 を

受 理 す る 。  

  イ  経 由 署 長 は 、当 該 届 出 が 新 た な 役 員 の 選 任 で

あ る 場 合 は 、 身 上 調 査 を 実 施 後 、 審 査 表 （ 署 ）

に よ り 審 査 を 行 う 。  

 

   ウ  経 由 署 長 は 、当 該 届 出 の 内 容 を 許 可 台 帳 に 記

載 す る と と も に 、送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請

書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し の

ほ か 、新 た な 役 員 の 変 更 で あ る 場 合 は 、身 上 調

査 の 結 果 の 写 し 及 び 審 査 表（ 署 ）の 写 し を 添 え

て 、 主 管 課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 報 告 す る 。  

 

   な お 、複 数 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 の 許 可 を 受

け て い る 古 物 商 又 は 古 物 市 場 主 で あ っ て 、変 更

に 係 る 事 項 を 他 の 都 道 府 県 公 安 委 員 会 に 通 知

す る 必 要 が あ る 場 合 は 、併 せ て 変 更 届 出 書 及 び

許 可 公 安 委 員 会 一 覧 表 の 副 本 を 添 え る こ と 。  

   



   (７ ) 経 由 署 長 の 管 轄 区 域 内 の 営 業 所 又 は 古 物 市

場 が な く な っ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書 及 び 経 由 警 察 署 長 変 更 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記

様 式 第 11号 ）を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許

可 台 帳 に よ り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確

認 す る と と も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す

る 。  

   

   イ  経 由 署 長 は 、当 該 届 出 の 内 容 を 許 可 台 帳 に 記

載 す る と と も に 、送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請

書 の 副 本 、経 由 警 察 署 長 変 更 届 出 書 の 写 し 、添

付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   ウ  経 由 署 長 は 、経 由 警 察 署 長 変 更 届 出 書 に 記 載

の 営 業 所 を 管 轄 す る 署 長 （ 以 下 「 新 経 由 署 長 」

と い う 。）へ 送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請 書 の

写 し 及 び 経 由 警 察 署 長 変 更 届 出 書 の 写 し を 添

え て 送 付 す る と と も に 、保 管 す る 許 可 台 帳 を 新

経 由 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   エ  新 経 由 署 長 は 、送 付 を 受 け た 許 可 台 帳 を 整 理

し 、 保 管 す る 。  

   

   (８ ) 既 に 許 可 を 受 け て い る 古 物 商 が 、新 た に ホ ー

ム ペ ー ジ 利 用 取 引 を 開 始 す る 場 合 又 は ホ ー ム ペ

ー ジ の Ｕ Ｒ Ｌ を 変 更 し た 場 合 は 、次 の 手 続 を 行 う

（ 注 ５ ） 。  

注 ５：公 安 委 員 会 ホ ー ム

ペ ー ジ へ の Ｕ Ｒ Ｌ

等 の 掲 載 及 び 既 に

公 安 委 員 会 ホ ー ム

ペ ー ジ に 掲 載 さ れ

て い る Ｕ Ｒ Ｌ 等 の

変 更 に 関 す る 手 続

は 、 主 管 課 長 が 行

う 。  

 

   ア  経 由 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出・書 換 申 請

書 を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳 に よ

り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と

も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

 

   イ  経 由 署 長 は 、当 該 届 出 の 内 容 を 許 可 台 帳 に 記

載 す る と と も に 、送 付 書 に 変 更 届 出・書 換 申 請

書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を

添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送 付 す る 。

 

 ４  許 可 証 の 返

納 （ 法 第 ８ 条 、

施 行 規 則 第 ７

条 ）  

(１ ) 経 由 署 長 は 、返 納 理 由 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式

第 ９ 号 ）を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 及 び 許 可 台 帳

に よ り 、返 納 理 由 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す

る と と も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   (２ ) 経 由 署 長 は 、当 該 返 納 の 内 容 を 許 可 台 帳 に 記

載 し 、同 許 可 台 帳 を 削 除 簿（ 許 可 証 の 再 交 付 を 受

け た 後 に 発 見 又 は 回 復 し た と き の 返 納 を 除 く 。 ）

に 整 理 す る 。  

   

   (３ ) 経 由 署 長 は 、送 付 書 に 許 可 証 、返 納 理 由 書 の

写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由

し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   な お 、他 に 営 業 所 が あ る 場 合 は 、管 轄 署 長 へ 送

付 書 に 返 納 理 由 書 の 写 し を 添 え て 送 付 し 、送 付 を

受 け た 管 轄 署 長 は 、許 可 台 帳（ 副 ）に 必 要 事 項 を

記 載 の 上 、 削 除 簿 に 整 理 す る 。  

   

 ５  競 り 売 り の (１ ) 競 り 売 り を 行 お う と す る 場 所 の 所 在 地 を 管 注 ６：行 商 の 届 出 が「 行  



届 け 出（ 法 第 10

条 、施 行 規 則 第

８ 条 ）  

轄 す る 署 長 は 、競 り 売 り 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様

式 第 10号 ）を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 に よ り 、届

出 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処

理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る （ 注 ６ ） 。  

商 し な い 」 の 場 合

は 、競 り 売 り を 行 う

こ と が 出 来 な い こ

と か ら 、届 出 を 受 理

す る と き は 、許 可 証

等 に よ り 行 商 の 有

無 を 確 認 す る 。  

   な お 、届 出 の 内 容 が ホ ー ム ペ ー ジ 利 用 取 引 で あ

る 場 合 は 、併 せ て 競 り 売 り 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記

様 式 第 10号 の ２ ） を 受 理 す る 。  

  (２ ) 前 (１ )の 届 出 を 受 理 し た 署 長 は 、送 付 書 に 競

り 売 り 届 出 書 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、

主 管 課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 ６  古 物 競 り あ

っ せ ん 業 の 届

出（ 法 第 10条 の

２ 、施 行 規 則 第

９ 条 の ２ ）  

(１ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 の 営 業 の 本 拠 と な る

事 務 所（ 当 該 事 務 所 の な い 者 に あ っ て は 、住 所 又

は 居 所 を い う 。以 下 同 じ 。）の 所 在 地 を 管 轄 す る

署 長（ 以 下「 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 」と い

う 。）は 、正 副 ２ 通 の 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 営 業

開 始 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 11号 の ２ ）を 受

理 し た 場 合 は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が

な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項

を 記 載 す る 。  

   

   (２ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 古

物 競 り あ っ せ ん 業 者 営 業 開 始 届 出 書 の 副 本 、添 付

書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長

を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 ７  古 物 競 り あ

っ せ ん 業 の 廃

止 届（ 法 第 10条

の ２ 第 ２ 項 、施

行 規 則 第 ９ 条

の ３ ）  

(１ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の

廃 止 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 11号 の ３ ）を 受

理 し た 場 合 は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が

な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項

を 記 載 す る 。  

   

 (２ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 廃

止 届 出 書 の 副 本 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 ８  古 物 競 り あ

っ せ ん 業 の 変

更 届（ 法 第 10条

の ２ 第 ２ 項 、施

行 規 則 第 ９ 条

の ３ ）  

(１ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の

変 更 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 11号 の ４ ）を 受

理 し た 場 合 は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が

な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項

を 記 載 す る 。  

   

 (２ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 変

更 届 出 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写

し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送 付 す

る 。  

   

   な お 、営 業 の 本 拠 と な る 事 務 所 の 所 在 地 が 他 署

の 管 轄 区 域 へ 変 更 さ れ た と き は 、当 該 古 物 競 り あ

っ せ ん 業 者 に 係 る 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 開 始 届

出 書 及 び そ の 他 の 関 係 書 類 の 写 し を 、変 更 後 の 営

業 の 本 拠 と な る 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 署 長

に 送 付 す る 。こ の 場 合 に お い て 、古 物 競 り あ っ せ

ん 業 者 開 始 届 出 書 及 び そ の 他 の 関 係 書 類 の 写 し

の 送 付 を 受 け た 署 長 は 、こ れ を 整 理 し 、保 管 す る 。

   

 ９  古 物 競 り あ (１ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の    



っ せ ん 業 に 係

る 認 定 の 申 請

（ 法 第 21条 の

５ 、施 行 規 則 第

19条 の ４ ）  

古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 認 定 申 請 書（ 施 行 規 則 別 記

様 式 第 16号 の ２ ）を 受 理 し た 場 合 は 、点 検 表 に よ

り 、申 請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も

に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

 (２ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、当 該 申 請 に

つ い て 、施 行 規 則 第 19条 の ５ に 規 定 す る 欠 格 事 由

の 有 無 を 調 査 す る と と も に 、 業 務 の 実 施 の 方 法

が 、施 行 規 則 第 19条 の ６ に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す

る か 否 か を 調 査 す る 。  

   

   (３ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、前 (２ )の 調

査 を 終 了 し た と き は 、古 物 競 り あ っ せ ん 業 認 定 申

請 調 査 報 告 書（ 別 記 第 10号 様 式 ）に 古 物 競 り あ っ

せ ん 業 者 認 定 申 請 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 、点

検 表 の 写 し 及 び 調 査 の 結 果 の 写 し を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (４ ) 本 部 長 は 、当 該 申 請 に つ い て 審 査 し 、審 査 の

結 果 、古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 と し て 認 定 す る と 認

め る と き は 、交 付 指 示 書（ 別 記 第 11号 様 式 ）、認

定 通 知 書（ 別 記 第 12号 様 式 ）及 び 受 領 書（ 別 記 第

13号 様 式 ）を 作 成 し 、古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署

長 に 送 付 す る 。  

   

   (５ ) 本 部 長 は 、審 査 の 結 果 、古 物 競 り あ っ せ ん 業

者 と し て 認 定 し な い と 認 め る と き は 、公 安 委 員 会

に 上 申 す る 。  

   

   (６ ) 本 部 長 は 、公 安 委 員 会 に よ る 認 定 の 決 定 が あ

っ た と き は 、交 付 指 示 書 、認 定 通 知 書 及 び 受 領 書

を 、 不 認 定 と 決 定 が あ っ た と き は 、 交 付 指 示 書 、

不 認 定 通 知 書（ 別 記 第 14号 様 式 ）及 び 受 領 書 を 作

成 し 、 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。

   

   (７ ) 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、認 定 通 知 書

又 は 不 認 定 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、当 該 通

知 書 を 申 請 者 に 交 付 し 、そ の 受 領 書 を 徴 し て 、主

管 課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る （ 注 ７ ） 。  

注 ７：古 物 競 り あ っ せ ん

業 者 と し て 認 定 し

た 旨 を 官 報 に 公 示

す る 手 続 は 、主 管 課

長 が 行 う 。  

 

   な お 、古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、当 該 通

知 書 及 び 受 領 書 の 写 し を 作 成 し 、 保 管 す る 。  

10 認 定 古 物 競

り あ っ せ ん 業

に 係 る 変 更 の

届 出（ 施 行 規 則

第 19条 の ９ ）  

(１ ) 業 務 を 行 う 役 員 を 新 た に 選 任 し た 場 合 は 、次

の 手 続 を 行 う 。  

   

 ア  認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 の 営 業 の 本 拠 と

な る 事 務 所 を 管 轄 す る 署 長（ 以 下「 認 定 古 物 競

り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 」と い う 。）は 、正 副 ２

通 の 変 更 届 出 書 （ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 11号 の

４ ）を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書

等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理

簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、新 た に

役 員 と な る 者 の 身 上 調 査 を 実 施 後 、送 付 書 に 変

更 届 出 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の

写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送

付 す る 。  

   



   (２ ) 認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 の 業 務 の 実 施 の

方 法 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、正 副 ２

通 の 業 務 実 施 方 法 変 更 届 出 書（ 施 行 規 則 別 記 様

式 第 16号 の ４ ）を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に よ

り 、届 出 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と

も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 は 、送 付 書

に 業 務 実 施 方 法 変 更 届 出 書 の 副 本 、添 付 書 類 の

写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経

由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 11 外 国 古 物 競

り あ っ せ ん 業

に 係 る 認 定 の

申 請（ 法 第 21条

の ６ 、施 行 規 則

第 19条 の 11）  

(１ ) 外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 の 連 絡 担 当 者 の

住 所 又 は 居 所 を 管 轄 す る 署 長（ 以 下「 連 絡 担 当 者

管 轄 署 長 」と い う 。）は 、正 副 ２ 通 の 外 国 古 物 競

り あ っ せ ん 業 者 認 定 申 請 書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第

16号 の ５ ）を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に よ り 、申

請 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処

理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   (２ ) 連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、 当 該 申 請 に つ い て 、

施 行 規 則 第 19条 の ５ に 規 定 す る 欠 格 事 由 の 有 無

を 調 査 す る と と も に 、業 務 の 実 施 の 方 法 が 、施 行

規 則 第 19条 の ６ に 規 定 す る 基 準 に 適 合 す る か 否

か を 調 査 す る 。  

   

   (３ ) 連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、前 (２ )の 調 査 を 終 了

し た と き は 、外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 認 定 申 請 調

査 報 告 書（ 別 記 第 15号 様 式 ）に 外 国 古 物 競 り あ っ

せ ん 業 者 認 定 申 請 書 の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 、点

検 表 の 写 し 及 び 調 査 の 結 果 の 写 し を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (４ ) 本 部 長 は 、当 該 申 請 に つ い て 審 査 し 、審 査 の

結 果 、外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 と し て 認 定 す る

と 認 め る と き は 、交 付 指 示 書 、認 定 通 知 書 及 び 受

領 書 を 作 成 し 、 連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。

   

   (５ ) 本 部 長 は 、審 査 の 結 果 、外 国 古 物 競 り あ っ せ

ん 業 者 と し て 認 定 し な い と 認 め る と き は 、公 安 委

員 会 に 上 申 す る 。  

   

   (６ ) 本 部 長 は 、公 安 委 員 会 に よ る 認 定 の 決 定 が あ

っ た と き は 、交 付 指 示 書 、認 定 通 知 書 及 び 受 領 書

を 、 不 認 定 の 決 定 が あ っ た と き は 、 交 付 指 示 書 、

不 認 定 通 知 書 及 び 受 領 書 を 作 成 し 、連 絡 担 当 者 管

轄 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   (７ ) 連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、認 定 通 知 書 又 は 不 認

定 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、当 該 通 知 書 を 申

請 者 に 交 付 し 、そ の 受 領 書 を 徴 し て 、主 管 課 長 を

経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る （ 注 ８ ） 。  

注 ８：外 国 古 物 競 り あ っ

せ ん 業 者 と し て 認

定 し た 旨 を 官 報 に

公 示 す る 手 続 は 、主

管 課 長 が 行 う 。  

 

   な お 、連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、当 該 通 知 書 及 び

受 領 書 の 写 し を 作 成 し 、 保 管 す る 。  

12 認 定 外 国 古

物 競 り あ っ せ

(１ ) 認 定 外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 を 廃 止 し た 場

合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   



 ん 業 に 係 る 廃

止 等 の 届 出（ 施

行 規 則 第 19条

の 13）  

ア  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 廃 止 届 出

書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 16号 の ６ ）を 受 理 し た

と き は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が な い

こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項 を

記 載 す る 。  

  

  

 

   イ  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 廃 止 届 出 書

の 副 本 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を

経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (２ ) 施 行 規 則 第 19条 の 11第 １ 項 各 号 に 定 め る 事

項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 変 更 届 出

書（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 16号 の ７ ）を 受 理 し た

と き は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が な い

こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項 を

記 載 す る 。  

   

   イ  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 変 更 届 出 書

の 副 本 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を

経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (３ ) 認 定 外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 の 業 務 の 実

施 の 方 法 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行

う 。  

   

   ア  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、正 副 ２ 通 の 業 務 実 施

方 法 変 更 届 出 書 （ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 16号 の

４ ）を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に よ り 、届 出 書

等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理

簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  連 絡 担 当 者 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 変 更 届 出 書

の 副 本 、添 付 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添

え て 、 主 管 課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。

   

 13 盗 品 売 買 等

防 止 団 体 に 係

る 承 認 の 申 請

（ 法 第 27条 、施

行 規 則 第 21条 、

22条 、23条 、24

条 ）  

(１ ) 盗 品 売 買 等 防 止 団 体 の 回 答 業 務 の 本 拠 と な

る 事 務 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 署 長（ 以 下「 回 答 業

務 事 務 所 管 轄 署 長 」と い う 。）は 、盗 品 売 買 等 防

止 団 体 承 認 申 請 書 （ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 16号 の

11）を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に よ り 、申 請 書 等

に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に

必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

 (２ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、当 該 申 請 に つ い

て 、施 行 規 則 第 23条 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る か

否 か を 調 査 す る 。  

   

   (３ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、前 (２ )の 調 査 を

終 了 し た と き は 、盗 品 売 買 等 防 止 団 体 承 認 申 請 調

査 報 告 書（ 別 記 第 16号 様 式 ）に 盗 品 売 買 等 防 止 団

体 承 認 申 請 書 の 写 し 、添 付 書 類 の 写 し 、点 検 表 の

写 し 及 び 調 査 の 結 果 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を

経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   (４ ) 本 部 長 は 、当 該 申 請 に つ い て 審 査 し 、審 査 の

結 果 、盗 品 等 売 買 防 止 団 体 と し て 承 認 す る と 認 め

る と き は 、交 付 指 示 書 、承 認 通 知 書（ 別 記 第 17号

様 式 ）及 び 受 領 書 を 作 成 し 、回 答 業 務 事 務 所 管 轄

   



署 長 に 送 付 す る 。  

   (５ ) 本 部 長 は 、審 査 の 結 果 、盗 品 売 買 等 防 止 団 体

と し て 承 認 し な い と 認 め る と き は 、公 安 委 員 会 に

上 申 す る 。  

   

   (６ ) 本 部 長 は 、公 安 委 員 会 に よ る 承 認 の 決 定 が あ

っ た と き は 、交 付 指 示 書 、承 認 通 知 書 及 び 受 領 書

を 、 不 承 認 の 決 定 が あ っ た と き は 、 交 付 指 示 書 、

不 承 認 通 知 書（ 別 記 第 18号 様 式 ）及 び 受 領 書 を 作

成 し 、 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   (７ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、承 認 通 知 書 又 は

不 承 認 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、速 や か に 当

該 通 知 書 を 申 請 者 に 交 付 し 、 そ の 受 領 書 を 徴 し

て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 報 告 す る（ 注 ９ ）。

注 ９：盗 品 売 買 等 防 止 団

体 と し て 承 認 し た

旨 を 官 報 に 公 示 す

る 手 続 は 、主 管 課 長

が 行 う 。  

 

   な お 、回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、当 該 通 知 書

及 び 受 領 書 の 写 し を 作 成 し 、 保 管 す る 。  

14 盗 品 売 買 等

防 止 団 体 に 係

る 名 称 等 の 変

更 の 届 出（ 施 行

規 則 第 25条 ）  

(１ ) 盗 品 等 売 買 防 止 団 体 の 名 称 及 び 住 所 並 び に

代 表 者 の 氏 名 又 は 回 答 業 務 を 実 施 す る 事 務 所 の

名 称 及 び 所 在 地 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、次 の 手 続

を 行 う 。  

注 10：変 更 し よ う と す る

年 月 日 及 び 変 更 し

よ う と す る 事 項 を

官 報 に 公 示 す る 手

続 は 、主 管 課 長 が 行

う 。  

 

 ア  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、変 更 届 出 書（ 施

行 規 則 第 16号 の 12）を 受 理 し た と き は 、点 検 表

に よ り 、届 出 書 等 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す る

と と も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

 

   イ  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 変 更 届

出 書 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経

由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る （ 注 10） 。  

   

   (２ ) 施 行 規 則 第 22条 第 ３ 項 第 １ 号 か ら ４ 号 ま で

に 掲 げ る 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は 、次 の 手 続 を

行 う 。  

   

   ア  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、変 更 後 の 事 項 を

記 載 し た 書 類 を 受 理 し た と き は 、 点 検 表 に よ

り 、届 出 に 係 る 書 類 に 不 備 が な い こ と を 確 認 す

る と と も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。  

   

   イ  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 変 更 後

の 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写

し を 添 え て 、主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送 付

す る 。  

   

   (３ ) 施 行 規 則 第 22条 第 ４ 項 に 規 定 す る 業 務 規 程

又 は 同 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 情 報 管 理 規 程 を 変 更

す る 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  

   

   ア  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、業 務 規 程 又 は 情

報 管 理 規 程 の 変 更 を 受 理 し た と き は 、点 検 表 に

よ り 、届 出 に 係 る 書 類 に 不 備 が な い こ と を 確 認

す る と と も に 、 処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す る 。

   

   イ  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 届 出 に

係 る 書 類 の 写 し を 添 え て 、 主 管 課 長 を 経 由 し 、

本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   ウ  本 部 長 は 、変 更 後 の 内 容 が 施 行 規 則 第 23条 第

３ 号 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交 付 指 示 書 、

   



認 可 通 知 書（ 別 記 第 19号 様 式 ）及 び 受 領 書 を 作

成 し 、 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。  

   エ  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、当 該 通 知 書 を 申

請 者 に 交 付 し 、そ の 受 領 書 を 徴 し て 、主 管 課 長

を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

   な お 、回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、当 該 通 知

書 及 び 受 領 書 の 写 し を 作 成 し 、 保 管 し て お く 。

   

 15 盗 品 売 買 等

防 止 団 体 に 係

る 事 業 報 告 等

（ 施 行 規 則 第

26条 ）  

(１ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、施 行 規 則 第 26条

第 １ 項 に 規 定 す る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 又

は 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 事 業 報 告 書 及 び 収 支 計

算 書 を 受 理 し た と き は 、 こ れ を 主 管 課 長 を 経 由

し 、 本 部 長 に 送 付 す る 。  

   

 (２ ) 本 部 長 は 、施 行 規 則 第 26条 第 ３ 項 の 規 定 に よ

り 、盗 品 売 買 等 防 止 団 体 に 対 し 、報 告 又 は 資 料 の

提 出 を 求 め る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、回 答 業

務 事 務 所 管 轄 署 長 を 通 じ て 、報 告・資 料 提 出 要 求

書（ 別 記 第 20号 様 式 ）を 当 該 盗 品 売 買 等 防 止 団 体

に 交 付 す る 。  

   

 16 回 答 業 務 の

廃 止 の 届 出（ 施

行 規 則 第 28条 ）

(１ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、廃 止 届 出 書（ 施

行 規 則 別 記 様 式 第 16号 の 13） を 受 理 し た と き は 、

点 検 表 に よ り 、届 出 に 係 る 書 類 に 不 備 が な い こ と

を 確 認 す る と と も に 、処 理 簿 に 必 要 事 項 を 記 載 す

る 。  

   

   (２ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、送 付 書 に 廃 止 届

出 書 の 写 し 及 び 点 検 表 の 写 し を 添 え て 、主 管 課 長

を 経 由 し 、 本 部 長 に 送 付 す る （ 注 11） 。  

注 11：回 答 業 務 を 廃 止 し

た 旨 を 官 報 に 公 示

す る 手 続 は 、主 管 課

長 が 行 う 。  

 

 17 差 止 め（ 法 第

21条 ）  

営 業 所 の 所 在 地 を 管 轄 す る 署 長 は 、法 第 21条 の 規

定 に よ る 古 物 の 保 管 を 命 じ よ う と す る 場 合 は 、保 管

命 令 書（ 別 記 様 式 第 21号 ）を 交 付 し 、請 書（ 別 記 様

式 第 22号 ） を 徴 す る 。  

   

 18 行 政 処 分 の

上 申 の 取 扱 い

（ 法 第 ６ 条 、第

23条 、 第 24条 、

第 25条 、施 行 規

則 第 19条 の 10、

第 19条 の 14、第

29条 ）  

(１ ) 指 示 処 分 の 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。     

 ア  営 業 所 又 は 古 物 市 場 の 所 在 地 を 管 轄 す る 署

長（ 以 下「 処 分 等 上 申 署 長 」と い う 。）は 、営

業 者 に 対 し 、法 第 23条 に 規 定 す る 指 示 処 分 を 行

う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 指 示 処 分 伺 書

（ 別 記 第 23号 様 式 ）に 疎 明 資 料 を 添 え て 、主 管

課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

   

 イ  本 部 長 は 、前 ア の 上 申 に つ い て 、指 示 処 分 を

行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 行 政 手 続 法

（ 平 成 ５ 年 法 律 第 88号 ）及 び 聴 聞 及 び 弁 明 の 機

会 の 付 与 に 関 す る 規 則（ 平 成 ６ 年 国 家 公 安 委 員

会 規 則 第 26号 ）に 基 づ き 、弁 明 の 機 会 を 付 与 す

る 。  

   

   ウ  本 部 長 は 、前 イ の 結 果 、指 示 処 分 相 当 と 認 め

る と き は 、指 示 書（ 別 記 第 24号 様 式 ）、指 示 処

分 指 令 書（ 別 記 第 25号 様 式 ）、受 領 書（ 別 記 第

26号 様 式 ）及 び 行 政 不 服 審 査 手 続 に 関 す る 規 則

（ 平 成 28年 千 葉 県 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ）に 基

   



づ く 別 記 教 示 文（ 以 下「 教 示 文 」と い う 。）を

処 分 等 上 申 署 長 に 送 付 す る 。  

   エ  処 分 等 上 申 署 長 は 、営 業 者 に 指 示 書 及 び 教 示

文 を 交 付 し 、そ の 受 領 書 を 徴 し て 、主 管 課 長 を

経 由 し 本 部 長 に 送 付 す る 。ま た 、処 分 等 上 申 署

長 が 経 由 署 長 と 異 な る 場 合 は 、経 由 署 長 に 指 示

処 分 指 令 書 の 写 し を 送 付 す る 。  

   

   オ  経 由 署 長 は 、指 示 処 分 の 結 果 を 許 可 台 帳 に 記

載 す る 。  

   

   (２ ) 営 業 停 止・取 消 し の 場 合 は 、次 の 手 続 を 行 う 。   

   ア  処 分 等 上 申 署 長 は 、営 業 者 に 対 し 、法 第 ６ 条

に 規 定 す る 許 可 の 取 消 し 、法 第 24条 に 規 定 す る

許 可 の 取 消 し 又 は 営 業 の 停 止 を 行 う 必 要 が あ

る と 認 め る と き は 、行 政 処 分 上 申 書（ 署 ）（ 別

記 第 27号 様 式 ）に 疎 明 資 料 を 添 え て 、主 管 課 長

を 経 由 し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

   

   イ  本 部 長 は 、前 ア の 上 申 に つ い て 審 査 し 、許 可

の 取 消 し 又 は 営 業 の 停 止 を 行 う 必 要 が あ る と

認 め る と き は 、行 政 処 分 上 申 書（ 本 部 ）（ 別 記

第 28号 様 式 ） に よ り 、 公 安 委 員 会 に 上 申 す る 。

   

   ウ  本 部 長 は 、行 政 手 続 法 及 び 聴 聞 及 び 弁 明 の 機

会 の 付 与 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 実 施 し た 聴

聞 の 結 果 を 、行 政 処 分 決 定 伺 書（ 別 記 第 29号 様

式 ） に よ り 公 安 委 員 会 に 報 告 す る 。  

   

   エ  本 部 長 は 、公 安 委 員 会 に よ り 処 分 が 決 定 し た

場 合 で 、営 業 停 止 処 分 の と き は 、営 業 停 止 命 令

書（ 別 記 第 30号 様 式 ）、許 可 取 消 処 分 の と き は 、

許 可 取 消 処 分 通 知 書（ 別 記 第 31号 様 式 ）（ 以 下

「 命 令 書 等 」と い う 。）に 受 領 書 及 び 教 示 文 を

添 え て 、 処 分 等 上 申 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   オ  処 分 等 上 申 署 長 は 、営 業 者 に 命 令 書 等 を 交 付

し 、そ の 受 領 書 を 徴 し て 主 管 課 長 を 経 由 し 本 部

長 に 送 付 す る 。ま た 、処 分 等 上 申 署 長 が 経 由 署

長 と 異 な る 場 合 は 、経 由 署 長 に 命 令 書 等 の 写 し

を 送 付 す る 。  

   

   カ  経 由 署 長 は 、行 政 処 分 の 結 果 を 許 可 台 帳 に 記

載 す る 。  

   

   (３ ) 認 定 の 取 消 し の 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  注 12：認 定 を 取 消 し た 旨

を 官 報 に 公 示 す る

手 続 は 、主 管 課 長 が

行 う 。  

 

   ア  認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄 署 長 又 は 連 絡

担 当 者 管 轄 署 長 （ 以 下 「 認 定 取 消 し 上 申 署 長 」

と い う 。）は 、認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 又 は

認 定 外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 に 対 し 、施 行 規

則 第 19条 の 10又 は 同 条 の 14に 規 定 す る 認 定 の

取 消 し を 行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、行 政

処 分 上 申 書（ 署 ）に 疎 明 資 料 を 添 え て 、主 管 課

長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

 

   イ  本 部 長 は 、前 ア の 上 申 に つ い て 審 査 し 、認 定

の 取 消 し を 行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、行

政 処 分 上 申 書（ 本 部 ）に よ り 、公 安 委 員 会 に 上

申 す る 。  

   



   ウ  本 部 長 は 、行 政 手 続 法 及 び 聴 聞 及 び 弁 明 の 機

会 の 付 与 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 実 施 し た 聴

聞 の 結 果 を 、行 政 処 分 伺 書 に よ り 公 安 委 員 会 に

報 告 す る 。  

   

   エ  本 部 長 は 、公 安 委 員 会 の 決 定 に よ り 処 分 が 決

定 し た と き は 、認 定 取 消 処 分 通 知 書（ 別 記 第 32

号 様 式 ）に 、受 領 書 及 び 教 示 文 を 添 え て 認 定 取

消 し 上 申 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   オ  認 定 取 消 し 上 申 署 長 は 、認 定 古 物 競 り あ っ せ

ん 業 者 又 は 認 定 外 国 古 物 競 り あ っ せ ん 業 者 に

認 定 取 消 処 分 通 知 書 及 び 教 示 文 を 交 付 し 、そ の

受 領 書 を 徴 し て 主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長 に 送

付 す る （ 注 12） 。  

   

   (４ ) 承 認 の 取 消 し の 場 合 は 、 次 の 手 続 を 行 う 。  注 13：承 認 を 取 消 し た 旨

を 官 報 に 公 示 す る

手 続 は 、主 管 課 長 が

行 う 。  

 

   ア  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、盗 品 売 買 等 防 止

団 体 に 対 し 、施 行 規 則 第 29条 に 定 め る 承 認 の 取

消 し を 行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、行 政 処

分 上 申 書（ 署 ）に 疎 明 資 料 を 添 え て 、主 管 課 長

を 経 由 し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

 

   イ  本 部 長 は 、前 ア の 上 申 に つ い て 審 査 し 、承 認

の 取 消 し を 行 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、行

政 処 分 上 申 書（ 本 部 ）に よ り 、公 安 委 員 会 に 上

申 す る 。  

   

   ウ  本 部 長 は 、行 政 手 続 法 及 び 聴 聞 及 び 弁 明 の 機

会 の 付 与 に 関 す る 規 則 に 基 づ い て 実 施 し た 聴

聞 の 結 果 を 行 政 処 分 伺 書 に よ り 公 安 委 員 会 に

報 告 す る 。  

   

   エ  本 部 長 は 、公 安 委 員 会 の 決 定 に よ り 処 分 が 決

定 し た と き は 、承 認 取 消 処 分 通 知 書（ 別 記 第 33

号 様 式 ）に 受 領 書 及 び 教 示 文 を 添 え て 回 答 業 務

事 務 所 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   オ  回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、当 該 盗 品 売 買 等

防 止 団 体 に 認 定 取 消 処 分 通 知 書 及 び 教 示 文 を

交 付 し 、 そ の 受 領 書 を 徴 し て 主 管 課 長 を 経 由

し 、 本 部 長 へ 送 付 す る （ 注 13） 。  

   

 19 管 理 者 の 解

任 の 勧 告（ 法 第

13条 第 ４ 項 ）  

(１ ) 処 分 等 上 申 署 長 は 、営 業 者 に 対 し 、法 第 13条

第 ４ 項 に 規 定 す る 管 理 者 の 解 任 の 勧 告 を 行 う 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、管 理 者 解 任 勧 告 上 申 書

（ 別 記 第 34号 様 式 ）に 疎 明 資 料 を 添 え て 、主 管 課

長 を 経 由 し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

   

   (２ ) 本 部 長 は 、前 (１ )の 上 申 に つ い て 審 査 し 、勧

告 の 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、解 任 勧 告 書（ 別

記 第 35号 様 式 ）に 受 領 書 を 添 え て 、処 分 等 上 申 署

長 に 送 付 す る 。  

   

   (３ ) 処 分 等 上 申 署 長 は 、営 業 者 に 解 任 勧 告 書 を 交

付 し 、受 領 書 を 徴 し て 主 管 課 長 を 経 由 し 、本 部 長

へ 送 付 す る 。  

   

 20 盗 品 売 買 等

防 止 団 体 に 係

る 是 正 又 は 改

(１ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、盗 品 売 買 等 防 止

団 体 に 対 し 、施 行 規 則 第 27条 に 定 め る 是 正 又 は 改

善 の 勧 告 の 必 要 を 認 め る と き は 、是 正・改 善 勧 告

   



善 の 勧 告（ 施 行

規 則 第 27条 ）  

上 申 書（ 別 記 36号 様 式 ）に よ り 、主 管 課 長 を 経 由

し 、 本 部 長 に 上 申 す る 。  

 (２ ) 本 部 長 は 、前 (１ )の 上 申 に つ い て 審 査 し 、是

正 又 は 改 善 の 勧 告 の 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、

是 正・改 善 勧 告 書（ 別 記 第 37号 様 式 ）に 受 領 書 を

添 え て 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 に 送 付 す る 。  

   

   (３ ) 回 答 業 務 事 務 所 管 轄 署 長 は 、盗 品 売 買 等 防 止

団 体 に 是 正・改 善 勧 告 書 を 交 付 し 、そ の 受 領 書 を

徴 し て 主 管 課 長 を 経 由 し 、 本 部 長 へ 送 付 す る 。  

   

 21 手 数 料 の 徴

収  

(１ ) 経 由 署 長 又 は 認 定 古 物 競 り あ っ せ ん 業 管 轄

署 長 は 、手 数 料 を 徴 収 す る と き は 、申 請 時 に 使 用

料 及 び 手 数 料 条 例 （ 昭 和 31年 千 葉 県 条 例 第 ６ 号 ）

第 ３ 条 別 表 第 １ の 規 定 に よ り 、収 入 証 紙 を も っ て

納 付 さ せ る と と も に 、 受 納 後 は 確 実 に 消 印 す る 。

   

   (２ ) 手 数 料 の 徴 収 状 況 は 、古 物 営 業 手 数 料 徴 収 簿

（ 別 記 第 38号 様 式 ） に よ り 明 ら か に す る と と も

に 、古 物 営 業 月 報（ 別 記 第 39号 様 式 ）に よ り 、主

管 課 長 に 報 告 す る 。  

   

 22 許 可 証 の 受

払 い  

生 活 安 全 部 風 俗 保 安 課 の 課 長 代 理 は 、許 可 証 の 受

払 い 状 況 を 、千 葉 県 公 安 委 員 会 公 印 規 程（ 平 成 19年

千 葉 県 公 安 委 員 会 規 程 第 ６ 号 ）第 ６ 条 の 規 定 に よ り

管 理 す る 。  

   

以 下 別 記 様 式 省 略  

 


